
政府備蓄米の無償交付
手引き

令和７年10月
農林水産省農産局穀物課

食事食材提供団体
（こども食堂、こども宅食）



食育の一環として、ごはん食の推進を支援します

未来を担うこどもたちに、

ごはん食のおいしさや重要性を知ってほしい。

食事食材提供団体（こども食堂等）

１ ごはん食を提供するこども食堂、こども宅食（食事食材提供団体）
の取組に対して交付します。

２ 食事又は食材の提供を行う場所で、又はこれらを直接受け取る者
に対して、こどもにごはん食の魅力などを伝える食育の取組を行う
ことが交付条件になります。
 (食事食材提供団体ごとに、１交付申請につき600㎏まで無償交付)
※食育用のチラシについて、農林水産省HPにも掲載しています
ので御活用下さい。なお、ごはん食を推進することを目的としたチ
ラシやパンフレットなどを提出してください。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/kodomo_bitiku_kouhu.html#syokuiku

３ 政府備蓄米は、精米での交付となります。

４ 交付した数量を適切に使用し、適切に使用報告（または、特例とし
て使用予定報告）を行った場合に、必要に応じて、追加申請が可能
です。
また、同一の団体であっても、活動実態が異なる場合は、それぞ

れの活動単位での申請が可能です。
なお、食事食材提供団体の交付申請を取り次ぐ中間団体を介した

申請も可能です。

５ 申請受付期間は、通年で受付けます。なお、申請回数は、１年
度内に５回までとなります。※令和７年度は12回まで申請が可能で
す。

食事食材提供団体への政府備蓄米の無償交付について

（お問い合わせ先）
農林水産省農産局穀物課消費流通第１班
（ダイヤルイン：０３－３５０２－７９５０ 対応時間：９時～17時）

（12～13時を除く）

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/kodomo_bitiku_kouhu.html#syokuiku
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政府備蓄米の無償交付時に係る手続き

１ 政府備蓄米の交付申請（食事食材提供団体→農林水産省、食事食材提供団体→中間団体→農林水産省）
・交付申請書を地方農政局等（北海道にあっては、北海道農政事務所、沖縄県にあっては、内閣府沖縄総合事務局及び都府県に
あっては、地方農政局）もしくは各地域拠点に提出してください。ただし、令和５年度までに交付決定を受けた団体は、農林水
産省農産局長へ提出することができます。
※令和５年４月より食事食材提供団体の交付申請を取り次ぐ中間団体を介した申請も可能になりました。中間団体は食事食材提
供団体の依頼を受け、交付申請書を取りまとめて農林水産省に提出します（交付決定は食事食材提供団体に行います）。

２．農林水産省からの連絡（農林水産省→食事食材提供団体、農林水産省→中間団体→食事食材提供団体）
・交付申請（使用計画等）の内容確認とともに引渡方法の説明、確認を行います。
※引渡は、保管倉庫から配送業者を通じて配送先（食事食材提供団体）へお届けします。
※中間団体経由で申請した場合、必要に応じて食事食材提供団体にも直接申請内容の確認をさせていただきます。

３．政府備蓄米の交付決定書の送付（農林水産省→食事食材提供団体）
・交付申請内容の確認後、農林水産省から「交付決定書」を送付します。（交付決定の内容は、農林水産省HPで公表します。）

４．政府備蓄米の使用報告（食事食材提供団体→農林水産省、食事食材提供団体→中間団体→農林水産省）※交付申請書と同じ提出先

・政府備蓄米の使用を完了した日から１カ月以内に、あるいは、交付決定日から１年を経過しても使用が完了していないときは交
付決定日の１年後から１カ月以内に、必ず報告してください。

・中間団体が取りまとめて交付申請した場合については、中間団体が使用報告書を取りまとめて農林水産省に報告してください。
※政府備蓄米の交付実績があるにもかかわらず、➀使用報告を怠った場合、②農産局長が使用報告書に不備があると判断し、そ
の不備が補正されない場合、③未使用の米がある場合（特例として、おおむね２カ月以内に全量の使用を終える旨の使用予定
報告を提出した場合を除く）は、追加の交付申請を行うことができません。
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政府備蓄米の無償交付に関する手続き

③交付決定書の通知
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政府備蓄米の無償交付に関する手続き（中間団体を経由する場合）

③交付決定書の通知

④政府備蓄米の引渡し
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政府備蓄米の交付申請時に必要な書類（食事食材提供団体用）

４

交付申請に必要な申請様式（食事食材提供団体用）

１．【様式２号】 交付申請書 (Ｐ５)

２．【様式２号－別紙４－① 使用計画書】 (Ｐ５～９)

３．【添付書類】（P７)

(1)活動状況が分かるもの
・開催案内（チラシ、SNS、ホームページ、広報誌への
掲載内容など）
・食育の取組内容が分かるもの（ごはん食を推進すること
を目的としたチラシやパンフレットなど）

(2)【様式２号－別紙４－１－①】誓約書 (P９)

(3)【様式２号－別紙４－１－①（別添）】自己申告書 (P９)

※農林水産省HPのQ&A
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/attach/pdf/kodomo_bitiku_kouhu-26.pdf

https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/attach/pdf/kodomo_bitiku_kouhu-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/attach/pdf/kodomo_bitiku_kouhu-26.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kokumotu/attach/pdf/kodomo_bitiku_kouhu-26.pdf


【様式２号－別紙４－① 使用計画書１】 （記載例）

５

【様式２号 交付申請書】 （記載例）



【様式２号－別紙４－① 使用計画書２】

６

（記載例）



７

【様式２号－別紙４－① 使用計画書３】



【様式２号－別紙４－① 使用計画書４】 （記載例）

８



【様式２号－別紙４－１－① 誓約書】 【様式２号－別紙４－1－① 別添 自己申告書】

９

（記載例）



政府備蓄米の交付決定時にお渡しする書類

【様式３号 交付決定書】

〇交付決定書（農林水産省→食事食材提供団体）

１ 交付申請書を審査し、申請内容が認められた場合に、
「交付決定書（様式３号）」を食事食材提供団体に通知
します。

２ 引渡しの方法は、保管倉庫から配送業者を通じて
配送先にお届けします（配送日時の指定はできません）。
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政府備蓄米の使用報告時に必要な書類

【様式８－３号－① 使用報告書】 〇使用報告の提出について

  １ 政府備蓄米の使用結果を記載の上、交付申請書の提出先に、備蓄米の使用を完
了した日から１カ月以内に、必ず報告してください。
２ 追加交付の申請を行う場合は、先に交付を受けた取組について報告し、報告内容
について、完了を受けるか、特例として、おおむね２カ月以内に全量の使用を終える
旨の使用予定報告書を提出しなければ、新規の交付申請はできません。
３ 使用報告書の提出の際は、「月別使用報告書」に加え
①食育に取り組んでいることがわかる写真を１点以上
②開催案内（チラシ、ＳＮＳ等の案内に用いたものを１点以上）

４ 中間団体が取りまとめて交付申請した場合については、中間団体が
    使用報告書を取りまとめて交付申請書の提出先に報告してください。
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政府備蓄米の使用報告時に必要な書類（１年経過後も使用残がある場合）

〇使用報告の提出について

  １ 交付決定日から１年経過後も政府備蓄米の使用残がある場合は、その使用状況
を記載の上、交付申請書の提出先に、交付決定日の１年後の日から１カ月以内に、
必ず報告して下さい（様式は、使用を完了した場合の様式と同じです）。

２ 追加交付の申請を行う場合は、先に交付を受けた取組について報告し、報告内容
について、完了を受けるか、特例として、おおむね２カ月以内に全量の使用を終える
旨の使用予定報告書を提出しなければ、追加の交付申請はできません。

３ 使用報告書の提出の際は、上記の「月別使用報告書」に加え
①食育に取り組んでいることがわかる写真を１点以上
②開催案内（チラシ、ＳＮＳ等の案内に用いたものを１点以上）

４ 中間団体が取りまとめて交付申請した場合については、中間団体が
    使用報告書を取りまとめて交付申請書の提出先に報告して下さい。
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交付された政府備蓄米の使用が終わる前に交付申請を行うため、使用予定報告を提出する場合

【様式８－３号－① 使用報告書】 〇使用予定報告の提出について

  １ 交付された政府備蓄米の使用が終わる前に交付申請を行う場合は、おおむね２か
月以内に全量の使用を終える旨の使用予定報告書を提出する必要があります。

２ 使用予定報告では、様式８－３号－①と月別使用報告書のみを提出してください。
月別使用報告書は、これまでの使用実績を記載いただくほか、予定になる月の後
ろに「見込」と記載いただき、使用予定を記載してください。

３ 使用予定報告を提出した交付分について、使用が終了しましたら、１か月以内に通
常どおり使用報告書（10ページ）を提出してください。

４ 中間団体が取りまとめて交付申請した場合については、中間団体が使用報告書を
取りまとめて交付申請書の提出先に報告してください。
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